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上場前の公募又は売出し等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（第三者割当等による新株発行に関する規制） 
第１７条 新規上場申請者が、上場申請日の直前

事業年度の末日の１年前の日以後において、株

主割当又は優先出資者割当その他本所が適当と

認める方法以外の方法（以下「第三者割当等」

という。）による新株発行（商法第２８０条の

１９第１項の新株引受権の行使による新株発行

を除く。以下この条において同じ。）を行って

いる場合には、当該新規上場申請者は、割当を

受けた者との間で、書面により新株の継続所有、

譲渡時及び本所からの当該所有状況に係る照会

時の本所への報告並びに当該書面及び報告内容

の公衆縦覧その他の本所が必要と認める事項に

ついて確約を行うものとし、当該書面を本所が定

めるところにより提出するものとする。 

２ 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の

提出を行わないときは、本所は上場申請の不受理

又は受理の取消しの措置をとるものとする。 

 
 
 
 
 
（役員等に付与する新株引受権の行使による新株

発行に関する規制等） 
第１７条の２ 新規上場申請者が、上場申請日の

直前事業年度の末日の１年前の日から上場日の

前日までの期間において商法第２８０条の１９

第１項の新株引受権の行使による新株発行（上

場申請日の直前事業年度の末日の１年前の日以

後に付与された新株引受権に係るものに限る。）

を行っている場合には、当該新株について、当

該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、

（第三者割当等による新株発行に関する規制） 
第１７条 新規上場申請者が、上場申請日の属する

事業年度の初日から上場日の前日までの期間に

おいて、株主割当又は優先出資者割当以外の方法

（以下「第三者割当等」という。）による新株発

行（商法第２８０条の１９第１項の新株引受権の

行使による新株発行を除く。以下この条において

同じ。）を行っている場合には、本所は上場申請

の不受理又は受理の取消しの措置をとるものと

する。 
２ 新規上場申請者が、上場申請日の直前事業年度

の末日の１年前の日から当該末日までの期間（以

下「制限期間」という。）において第三者割当等

による新株発行を行っている場合において、当該

新規上場申請者、幹事会員その他の証券会社（以

下「幹事会員等」という。）及び割当を受けた者

の三者が、書面により新株の継続所有及び継続預

託、譲渡並びに返還及び再預託時の本所への報告

並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他

の本所が必要と認める事項の確約を行っていな

いときは、本所は上場申請の不受理の措置をとる

ものとする。 
 
（役員等に付与する新株引受権の行使による新株

発行に関する規制等） 
第１７条の２ 新規上場申請者が、上場申請日の

直前事業年度の末日の１年前の日から上場日の

前日までの期間において商法第２８０条の１９

第１項の新株引受権の行使による新株発行を行

っている場合に、当該新株について、新規上場

申請者、幹事会員等及び割当を受けた者の三者

で、書面により前条第２項に規定する事項を内

容とする確約を行っていないときには、本所は
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書面により前条第１項に規定する事項について確

約を行うものとし、当該書面を本所が定めるとこ

ろにより提出するものとする。 

２ 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の

提出を行わないときは、本所は上場申請の不受理

又は受理の取消しの措置をとるものとする。 

３ 新規上場申請者は、上場申請日において行使

されていない商法第２８０条の１９第１項の新

株引受権（上場申請日の直前事業年度の末日の

１年前の日以後に付与された新株引受権であっ

て、上場申請日の前日までの間に行使された新

株引受権に係る株主総会決議に基づく新株引受

権を除いたものをいう。）がある場合又は上場

申請日の後に商法第２８０条の１９第１項の新

株引受権の付与を行っている場合には、本所が定

めるところにより通知するものとする。 
 
（所有に関する規制） 
第１８条 第三者割当等による新株の割当を受け

た者が、第１７条第１項又は前条第１項に規定

する確約に基づく所有を現に行っていない場合

には、本所は上場申請の不受理又は受理の取消

しの措置をとるものとする。ただし、本所が正

当な理由があるものとして認める場合は、この

限りでない。 
２ 新規上場申請者は、第三者割当等による新株

の割当を受けた者が第１７条第１項又は前条第

１項に規定する確約に定める期間内において当

該新株の譲渡を行った場合には、必要な事項を

記載した書面を本所に提出するものとし、当該

書面を本所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。 
 
３ 新規上場申請者は、第三者割当等による新株

の割当を受けた者の当該新株の所有状況に関し

て本所から照会を受けた場合には、当該新株の

上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をと

るものとする。 
 
２ 新規上場申請者は、前項の新株発行について

は、本所が定めるところに従い、本所に通知しな

ければならない。 
３ 新規上場申請者は、上場申請日において行使

されていない商法第２８０条の１９第１項の新

株引受権（上場申請日の直前事業年度の末日の

１年前の日から上場申請日の前日までの間に行

使された新株引受権に係る株主総会決議に基づ

く新株引受権を除く。）がある場合には、本所

が定めるところに従い、本所に通知しなければ

ならない。 
 
 
 
（所有及び預託に関する規制） 
第１８条 第三者割当等による新株の割当を受け

た者が、第１７条第２項又は前条第１項に規定

する確約に基づく所有及び預託を現に行ってい

ない場合には、本所は上場申請の不受理又は受

理の取消しの措置をとるものとする。ただし、

本所が正当な理由があるものとして認める場合

は、この限りでない。 
２ 新規上場申請者は、第三者割当等による新株

の割当を受けた者が第１７条第２項又は前条第

１項に規定する確約に定める期間内において当

該新株の譲渡を行った場合又は返還を受けた場

合若しくは再預託を行った場合には、必要な事

項を記載した書面を本所に提出するものとし、

当該書面を本所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 
（新設） 
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所有状況に係る報告を本所に行うものとする。 
 
（第三者割当等による新株発行等に関する規定の

準用） 
第１９条 第１７条及び前条の規定は、上場申請日

の直前事業年度の末日の１年前の日以後におい

て第三者割当等による転換社債又は新株引受権

付社債（次条に規定する新株引受権付社債を除

く。）の発行を行っている場合について準用する。 
 
 
 
（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（報酬として譲り受けた新株引受権証券の所有に

関する規制） 
第２０条 新規上場申請者が、その役員又は従業

員その他の本所が定める者であって、かつ、本

所が適当と認めるもの（以下「役員又は従業員

等」という。）に報酬として新株引受権証券を

譲渡する目的で発行した新株引受権付社債（上

場申請日の直前事業年度の末日の１年前の日以

 
 
（第三者割当等による新株発行等に関する規定の

準用） 
第１９条 第１７条及び前条の規定は、上場申請日

の直前事業年度の末日の１年前の日から上場日

の前日までの期間における第三者割当等による

転換社債又は新株引受権付社債（第２０条の２に

規定する新株引受権付社債を除く。次条において

同じ。）の発行について準用する。 
 
（上場前の転換社債の転換等） 
第２０条 新規上場申請者が上場申請日の直前事

業年度の末日以前に発行するすべての転換社債

又は新株引受権付社債について、上場申請日の直

前事業年度の末日までに転換又は新株引受権の

行使により新株発行が行われていない場合には、

本所は上場申請の不受理の措置とするものとす

る。ただし、本所が適当と認める場合は、この限

りでない。 
２ 第１７条第２項及び第１８条の規定は、制限期

間における転換社債又は新株引受権付社債の転

換又は新株引受権の行使による新株発行につい

て準用する。この場合において、これらの規定中

「第三者割当等」とあるのは「転換又は新株引受

権の行使」と、「割当を受けた者」とあるのは「取

得をした者」と読み替えるものとする。 
 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の所有及

び預託に関する規制） 
第２０条の２ 新規上場申請者が、その役員又は

従業員その他の本所が定める者であって、かつ、

本所が適当と認めるもの（以下「役員又は従業

員等」という。）に報酬として新株引受権証券

を譲渡する目的で発行した新株引受権付社債で

あって、その新株引受権証券が次の各号に適合
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後に発行されたものに限る。）であって、その

新株引受権証券が次の各号に適合し、かつ、本

所が定めるところにより本所が必要と認める書

面が本所に提出されている新株引受権付社債

（当該新株引受権付社債の新株引受権証券につ

いて、第２号の確約が行われている部分に限

る。）の新株引受権証券については、第１８条

第１項本文の規定を準用する。この場合におい

て、第１８条第１項中「第三者割当等による新

株の割当を受けた者」とあるのは「第２０条の

規定の適用を受ける新株引受権証券を新規上場

申請者から譲り受けた役員又は従業員等」と、

「第１７条第１項又は前条第１項」とあるのは

「第２０条第２号」と、「所有を現に行ってい

ない場合」とあるのは「所有を現に行っていな

い場合（本所が適当と認める場合を除く。）」

と読み替えるものとする。 
（１） （略） 
（２） 新規上場申請者が前号の規定により役

員又は従業員等に譲渡した新株引受権証券に

ついて、新規上場申請者と前号の規定により

新株引受権証券を譲り受けた役員又は従業員

等との間で、書面により第１７条第１項に規

定する事項（報告内容の公衆縦覧に係る部分

を除く。）を内容とする確約を行っているこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し、かつ、本所が定める日までに本所が必要と

認める書面が本所に提出されている新株引受権

付社債（当該新株引受権付社債の新株引受権証

券について、第２号の確約が行われている部分

に限る。）の新株引受権証券については、第１

８条第１項本文の規定を準用する。この場合に

おいて、第１８条第１項中「第三者割当等によ

る新株の割当を受けた者」とあるのは「第２０

条の２の規定の適用を受ける新株引受権証券を

新規上場申請者から譲り受けた役員又は従業員

等」と、「第１７条第２項又は前条第１項」と

あるのは「第２０条の２第２号」と、「所有及

び預託を現に行っていない場合」とあるのは「所

有及び預託を現に行っていない場合（本所が適

当と認める場合を除く。）」と読み替えるもの

とする。 
 
（１） （略） 
（２） 新規上場申請者が前号の規定により役

員又は従業員等に譲渡した新株引受権証券

（上場申請日の直前事業年度の末日の１年前

の日の前日までに、当該役員又は従業員等が

当該新株引受権を譲渡した場合の当該譲渡及

び当該新株引受権証券の新株引受権を行使し

た場合の当該行使に係る新株引受権証券並び

に上場申請日の直前事業年度の末日の１年前

の日において、当該役員又は従業員等が新規

上場申請者の役員又は従業員等のいずれでも

ない場合における当該役員又は従業員等であ

った者の所有する新株引受権証券を除く。）

について、新規上場申請者と前号の規定によ

り新株引受権証券を譲り受けた役員又は従業

員等との間で、書面により第１７条第２項に

規定する事項（再預託及び報告内容の公衆縦

覧に係る部分を除く。）を内容とする確約を

行っていること。 
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（報酬として譲り受けた新株引受権証券の新株引

受権を行使して取得した新株に関する規制） 
第２０条の２ 第１７条の２（第３項を除く。）

及び第１８条の規定は、上場申請日の直前事業

年度の末日の１年前の日から上場日の前日まで

の期間において第２０条の規定の適用を受ける

新株引受権証券の新株引受権の行使による新株

発行について準用する。 
 
第２０条の３ （略） 
 
第２０条の４ （略） 
 
     平成９年６月１日改正付則 
 

 （略） 

（削る） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の新株引

受権を行使して取得した新株に関する規制） 
第２０条の３ 第１７条の２（第３項を除く。）

及び第１８条の規定は、上場申請日の直前事業

年度の末日の１年前の日から上場日の前日まで

の期間において第２０条の２の規定の適用を受

ける新株引受権証券の新株引受権の行使による

新株発行について準用する。 
 
第２０条の４ （略） 
 
第２０条の５ （略） 
 

平成９年６月１日改正付則 

 

１  （略） 

２  第１７条の２の改正規定の適用については、

同条中「商法第２８０条の１９第１項の新株引

受権の行使による」とあるのは、平成９年６月

１日から同年９月３０日までの間は、「特定新

規事業実施円滑化臨時措置法（平成元年法律第

５９条）第８条第１項又は特定通信・放送開発

事業実施円滑化法（平成２年法律第３５号）第

８条第１項の規定による決議に基づき」と、平

成９年１０月１日から平成１０年３月３１日ま

での間は、「商法第２８０条の１９第１項の新

株引受権の行使により又は特定新規事業実施円

滑化臨時措置法（平成元年法律第５９号）第８

条第１項若しくは特定通信・放送開発事業実施

円滑化法（平成２年法律第３５号）第８条第１

項の規定による決議に基づき」と、平成１０年

４月１日から当分の間は、「商法第２８０条の

１９第１項の新株引受権の行使により又は商法

の一部を改正する法律（平成９年法律第５６号）

附則第９条若しくは第１１条の規定による改正
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（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付  則 
 

１ この改正規定は、平成１３年９月４日から施

前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法（平成

元年法律第５９号）第８条第１項若しくは改正

前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平

成２年法律第３５号）第８条第１項の規定によ

る決議に基づき」と読み替える。 

３  特定新規事業実施円滑化臨時措置法（平成元
年法律第５９号。以下「新規事業法」という。）

第８条第１項若しくは特定通信・放送開発事業

実施円滑化法（平成２年法律第３５号。以下「通

信・放送事業法」という。）第８条第１項の規

定による決議又は商法の一部を改正する法律

（平成９年法律第５６号）附則第９条若しくは

第１１条の規定による改正前の新規事業法第８

条第１項若しくは改正前の通信・放送事業法第

８条第１項の規定による決議については、改正

前の第１７条の２第３項の規定は、この改正規

定施行後も、なおその効力を有する。この場合

において、改正前の第１７条の２第３項中「新

規事業法第８条第１項の規定による決議」及び

「同項の規定による決議」とあるのは「特定新

規事業実施円滑化臨時措置法（平成元年法律第

５９号。以下「新規事業法」という。）第８条

第１項若しくは特定通信・放送開発事業実施円

滑化法（平成２年法律第３５号。以下「通信・

放送事業法」という。）第８条第１項の規定に

よる決議又は商法の一部を改正する法律（平成

９年法律第５６号）附則第９条若しくは第１１

条の規定による改正前の新規事業法第８条第１

項若しくは改正前の通信・放送事業法第８条第

１項の規定による決議」と、「規制期間の初日」

とあるのは「上場申請日の直前事業年度の末日

の１年前の日」と読み替える。 
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行し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請

者から適用する。 
２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行

の際、現に上場申請を行っている新規上場申請

者が、この改正規定施行の日以後に新株、転換

社債券又は新株引受権付社債の発行を行う場合

には、改正後の規定を適用する。 
３ この改正規定施行の日から当分の間、改正後

の第１７条の２の規定の適用については、同条

第１項中「商法第２８０条の１９第１項の新株

引受権の行使による」とあるのは、「商法第２

８０条の１９第１項の新株引受権の行使により

又は商法の一部を改正する法律（平成９年法律

第５６号）附則第９条若しくは第１１条の規定

による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措

置法（平成元年法律第５９号。以下「新規事業

法」という。）第８条第１項若しくは改正前の

特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成２

年法律第３５号。以下「通信・放送事業法」と

いう。）第８条第１項の規定による決議（以下

「改正前の新規事業法等の規定による決議」と

いう。）に基づき」と、「付与された新株引受

権」とあるのは「付与された新株引受権又は改

正前の新規事業法等の規定による決議」と、同

条第３項中「商法第２８０条の１９第１項の新

株引受権」とあるのは「商法第２８０条の１９

第１項の新株引受権又は上場申請日以後におい

て効力を有する改正前の新規事業法等の規定に

よる決議」と、「付与された新株引受権」とあ

るのは「付与された新株引受権又は上場日の直

前事業年度の末日の１年前の日以後に行われた

改正前の新規事業法等の規定による決議」と、

「株主総会決議に基づく新株引受権」とあるの

は「株主総会決議に基づく新株引受権又は改正

前の新規事業法等の規定による決議に基づき新

株発行を行った場合の当該決議」と、「付与を
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行っている場合」とあるのは「付与を行ってい

る場合、改正前の新規事業法等の規定による決

議がなされた場合又は改正前の新規事業法の規

定による決議が失効した場合」とする。 
 
  
 



-9- 

上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（これらに準じる者の定義） 
第１条の２ 上場前公募等規則第１条に規定する

「これらに準じる者として本所が定める者」とは、

次の各号に掲げる者をいう。 

（１） 株券上場審査基準第４条第３項又は第６

条第２項の規定の適用を受ける新規上場申請者 

（２） 本邦以外の地域の証券取引所又は組織さ

れた店頭市場（以下「外国の証券取引所等」と

いう。）において上場又は継続的に取引されて

いる内国株券の発行者 

（３） 上場会社、国内の他の証券取引所に上場さ

れている株券の発行者、日本証券業協会に登録さ

れている株券の発行者又は外国の証券取引所等

において上場若しくは継続的に取引されている

内国株券の発行者の人的分割によりその営業を

承継する会社（当該承継する営業が新規上場申請

者の営業の主体となる場合に限る。）であって、

当該分割前に上場申請を行う場合の新規上場申

請者 

 
（第三者割当等による新株発行に関する規制の取

扱い） 
第１５条 上場前公募等規則第１７条第１項に規

定する「その他本所が適当と認める方法」とは、

日本証券業協会が定める規則により当該証券業

協会が売買内容を発表する対象となる株券に係

る公募であって、当該証券業協会が定める規則に

より証券会社が不特定多数の者を対象に配分す

る方法により行う場合の当該公募をいうものと

する。 
２ 上場前公募等規則第１７条第１項に規定する

「新株発行を行っている」かどうかの認定は、新

株発行の効力発生日を基準として行うものとす

（これらに準じる者の定義） 
第１条の２ 上場前公募等規則第１条に規定する

「これらに準じる者として本所が定める者」と

は、株券上場審査基準第４条第３項又は第６条

第２項の規定の適用を受ける新規上場申請者及

び上場会社又は国内の他の証券取引所に上場さ

れている株券の発行者若しくは日本証券業協会

に登録されている株券の発行者の人的分割によ

りその営業を承継する会社（当該承継する営業

が新規上場申請者の営業の主体となる場合に限

る。）であって、当該分割前に上場申請を行う

場合の新規上場申請者をいうものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 

 

 

 
（第三者割当等による新株発行に関する規制の取

扱い） 
第１５条 上場前公募等規則第１７条に規定する

「新株発行を行っている」かどうかの認定は、新

株発行の効力発生日を基準として行うものとす
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る。 
３ 上場前公募等規則第１７条第１項に規定する

「新株の継続所有、譲渡時及び本所からの当該所

有状況に係る照会時の本所への報告並びに当該

書面及び報告内容の公衆縦覧その他の本所が必

要と認める事項」とは、次の各号に掲げる事項を

いうものとする。 
（１） 割当を受けた者は、割当を受けた新株

（以下「割当新株」という。）を、原則とし

て、新株発行の効力発生日から上場日以後６

か月間を経過する日（当該日において新株発

行の効力発生日以後１年間を経過していない

場合には、新株発行の効力発生日以後１年間

を経過する日）まで所有すること。この場合

において、割当新株について株式分割又は他

の種類の株式への転換が行われたときには、

当該株式分割又は他の種類の株式への転換に

より取得した株式（以下「取得株式」という。）

についても同日まで所有すること。 
（２） 割当を受けた者は、割当新株又は取得

株式の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規

上場申請者に書面により通知するとともに、

事後において新規上場申請者にその内容を報

告すること。 
  
（削る） 

 
 
 
（３） 新規上場申請者は、割当を受けた者が

割当新株又は取得株式の譲渡を行った場合に

は当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の

氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに理

由その他必要な事項を記載した書面を、当該

譲渡が上場申請日前に行われたときには上場

申請のときに、上場申請日以後に行われたと

る。 
２ 上場前公募等規則第１７条第２項に規定する

「新株の継続所有及び継続預託、譲渡並びに返還

及び再預託時の本所への報告並びに当該書面及

び報告内容の公衆縦覧その他の本所が必要と認

める事項」とは、次の各号に掲げる事項をいうも

のとする。 
（１） 割当を受けた者は、割当を受けた新株

（以下「割当新株」という。）を、原則とし

て、新株発行の効力発生日から上場日以後６

か月間を経過する日（当該日において新株発

行の効力発生日以後１年間を経過していない

場合には、新株発行の効力発生日以後１年間

を経過する日）まで所有し、かつ、幹事会員

等に預託すること。 
  
 
 
 
（２） 割当を受けた者は、割当新株の譲渡を

行う場合又は返還を受ける場合若しくは再預

託を行う場合には、あらかじめ新規上場申請

者に書面により通知するとともに、事後にお

いて新規上場申請者にその内容を報告するこ

と。 
（３） 幹事会員等は、預託された割当新株の

返還請求を受けた場合又は返還を行った場合

若しくは再預託を受けた場合には、直ちにそ

の内容を新規上場申請者に報告すること。 
（４） 新規上場申請者は、割当を受けた者が

割当新株の譲渡を行った場合には当該譲渡を

行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住

所、株式数、日付、価格並びに理由その他必

要な事項を記載した書面を、返還を受けた場

合には当該返還を受けた者の氏名及び住所、

株式数、日付並びに理由その他必要な事項を
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きには譲渡後直ちに、本所に提出すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４） 新規上場申請者は、割当新株又は取得

株式の所有状況に関し本所が必要と認めて照

会を行った場合には、必要に応じて割当を受

けた者に対し割当新株又は取得株式の所有状

況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当新

株又は取得株式の所有状況を本所に報告する

こと。 
（５） 割当を受けた者は、新規上場申請者か

ら前号に規定する割当新株又は取得株式の所

有状況に係る確認を受けた場合には、直ちに

その内容を新規上場申請者に報告すること。 
（６） 割当を受けた者は、上場前公募等規則

第１７条第１項に規定する書面に記載する本

項各号に掲げる内容及び割当新株又は取得株

式の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆

縦覧に供されることに同意すること。 
 
（７） （略） 
（削る） 
 
 
 
 
 
 
 

記載した書面を、再預託を行った場合には、

当該再預託を行った者及び再預託を受けた者

の氏名及び住所、株式数、日付並びに理由（担

保に係る再預託の場合には、担保供出の理由

を含む。）その他必要な事項を記載した書面

を、当該譲渡又は返還若しくは再預託が上場

申請日前に行われたときには上場申請のとき

に、上場申請日以後に行われたときには譲渡

又は返還若しくは再預託後直ちに、本所に提

出すること。 
 （新設） 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
（５） 割当を受けた者は、上場前公募等規則

第１７条第２項に規定する書面に記載する本

項各号に掲げる内容及び割当新株の譲渡を行

った場合又は返還を受けた場合若しくは再預

託を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に

供されることに同意すること。 
 （６） （略） 
３ 次の各号のいずれかに該当する場合には、前

項各号に掲げる事項のうち継続預託に関する部

分を除外することができる。 
（１） 割当を受けた者が銀行又は保険会社で

ある場合（本所の請求により、割当を受けた

者が割当を受けた株券の提示及び保管の証明

を行うことができる場合に限る。） 
 （２） 前号に掲げる場合に準じて継続所有の
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４ 上場前公募等規則第１７条第１項に規定する

「本所が定めるところにより」とは、次の各号に

定めるところによるものとする。 

（１） 上場申請日前に同条の新株発行を行って

いる場合 

上場申請日に提出するものとする。 

（２） 上場申請日以後に同条の新株発行を行っ

ている場合 

当該新株発行後遅滞なく提出するものとす

る。ただし本所が上場を承認する日の前日を超

えてはならない。 

 
（役員等に付与する新株引受権の行使による新株

発行に関する規制等の取扱い） 
第１５条の２ 前条第２項の規定は、上場前公募

等規則第１７条の２第１項に規定する「新株発

行を行っている」かどうかの認定について準用

する。 
２ 前条第３項の規定は、上場前公募等規則第１

７条の２第１項に規定する「前条第１項に規定

する事項」について準用する。この場合におい

て、前条第３項第１号中「上場日以後６か月間

を経過する日（当該日において新株発行の効力

発生日以後１年間を経過していない場合には、

新株発行の効力発生日以後１年間を経過する

日）まで」とあるのは「上場日の前日まで」と

読み替えるものとする。 
 
３ 上場前公募等規則第１７条の２第１項に規定す

る「本所が定めるところにより」とは、次の各号

に定めるところによるものとする。 

（１） 上場申請日前に同項の新株発行を行って

いる場合 

上場申請日に提出するものとする。 

（２） 上場申請日以後に同項の新株発行を行っ

確約の履行が確保されると認められる場合 
４ 新規上場申請者は、制限期間において第三者

割当等による新株発行を行っている場合には、

上場前公募等規則第１７条第２項に規定する確

約を証する書面（継続預託を証する書面を含

む。）を上場申請日に本所に提出するものとす

る。 
 
 
 
 
 
 
（役員等に付与する新株引受権の行使による新株

発行に関する規制等の取扱い） 
第１５条の２ 前条第１項の規定は、上場前公募

等規則第１７条の２第１項に規定する「新株発

行を行っている」かどうかの認定について準用

する。 
２ 前条第２項及び第３項（第１号を除く。）の

規定は、上場前公募等規則第１７条の２第１項

に規定する「前条第２項に規定する事項」につ

いて準用する。この場合において、前条第２項

第１号中「上場日以後６か月間を経過する日（当

該日において新株発行の効力発生日以後１年間

を経過していない場合には、新株発行の効力発

生日以後１年間を経過する日）まで」とあるの

は「上場日の前日まで」と読み替えるものとす

る。 
３ 新規上場申請者は、上場申請日前に行った上

場前公募等規則第１７条の２第１項の新株発行

については、上場申請日に次の各号に掲げる書

面を、上場申請日以後に行った同項の新株発行

については、当該新株発行後遅滞なく第１号に

掲げる書面を、本所に提出することにより通知

するものとする。 
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ている場合 

当該新株発行後遅滞なく提出するものとす

る。ただし、上場日の前日を超えてはならない。 

 

 

 

 

 

４ 前項第１号の場合には、上場前公募等規則第１

７条の２第１項の規定により提出する書面に次の

各号に掲げる書面を添付するものとする。 

 （１） 新株引受権の付与に係る株主総会及び

その付与に関する取締役会の決議内容を証す

る書面 
 （２） 新規上場申請者と前号の株主総会決議に

より新株引受権を付与される者との新株引受権

の付与に関する契約内容を証する書面 

５ 上場前公募等規則第１７条の２第３項に規定す

る通知は、次の各号に掲げる書面を、本所に提出

することにより行うものとする。 

 

（１）・（２） （略） 

６ 前項の書面の提出は、次の各号に定めるところ

によるものとする。 

（１） 上場申請日において上場前公募等規則第

１７条の２第３項の新株引受権がある場合 

上場申請日に提出するものとする。 

（２） 上場申請日の後に上場前公募等規則第１

７条の２第３項の新株引受権の付与を行って

いる場合 

当該新株引受権付与後遅滞なく提出するもの

とする。ただし本所が上場を承認する日の前日

を超えてはならない。 
 
（所有に関する規制の取扱い） 
第１６条 上場前公募等規則第１８条第１項ただ

（１） 上場前公募等規則第１７条の２第１項

に規定する確約を証する書面 
（２） 新株引受権の付与に係る株主総会及び

その付与に関する取締役会の決議内容を証す

る書面 
（３） 新規上場申請者と前号の株主総会決議

により新株引受権を付与される者との新株引受

権の付与に関する契約内容を証する書面 
 （新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 新規上場申請者は、上場前公募等規則第１７

条の２第３項の場合には、上場申請日に次の各

号に掲げる書面を、本所に提出することにより

通知するものとする。 
（１）・（２） （略） 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（所有及び預託に関する規制の取扱い） 
第１６条 上場前公募等規則第１８条第１項ただ
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し書に規定する「本所が正当な理由があるもの

として認める場合」とは、次の各号のいずれか

に該当する場合であって、かつ、所有を行って

いないことが適当であると認められるものをい

うものとする。 
（１） 割当を受けた者がその経営の著しい不

振により割当新株又は取得株式の譲渡を行う

場合 
（２） （略） 
２ 上場前公募等規則第１８条第２項に規定する

書面は、当該第三者割当等による割当新株又は

取得株式の譲渡が上場申請日前に行われた場合

には上場申請日に、上場申請日以後に行われた

場合には譲渡後直ちに、本所に提出するものと

する。 
３ 上場前公募等規則第１８条第３項に規定する

報告は、新規上場申請者が必要に応じて割当を

受けた者に対し割当新株又は取得株式の所有状

況に係る確認を行った上で、遅滞なく本所に報

告するものとする。 
４ 新規上場申請者は、上場会社となった後にお

いても、確約に定める期間内にあっては、上場

前公募等規則第１８条第２項及び第３項の規定

の適用を受けるものとする。 
 
（第三者割当等による転換社債の発行等に関する

規制の取扱い） 
第１８条 上場前公募等規則第１９条において準

用する同第１７条第１項に規定する「転換社債

又は新株引受権付社債の発行を行っている」か

どうかの認定は、払込期日を基準として行うも

のとする。 
２ 第１５条第３項の規定は、上場前公募等規則

第１９条において準用する同第１７条第１項に

規定する「転換社債券、新株引受権付社債券又

は新株引受権証券の継続所有、譲渡時及び本所

し書に規定する「本所が正当な理由があるもの

として認める場合」とは、次の各号のいずれか

に該当する場合であって、かつ、所有又は預託

を行っていないことが適当であると認められる

ものをいうものとする。 
（１） 割当を受けた者がその経営の著しい不

振により割当新株の譲渡を行う場合 
 
（２） （略） 
２ 上場前公募等規則第１８条第２項に規定する

書面は、当該第三者割当等による割当新株の譲

渡又は返還若しくは再預託が上場申請日前に行

われた場合には上場申請日に、上場申請日以後

に行われた場合には譲渡又は返還若しくは再預

託後直ちに、本所に提出するものとする。 
（新設） 
 
 
 
 
３ 新規上場申請者は、上場会社となった後にお

いても、確約に定める期間内にあっては、上場

前公募等規則第１８条第２項の規定の適用を受

けるものとする。 
 
（第三者割当等による転換社債の発行等に関する

規制の取扱い） 
第１８条 上場前公募等規則第１９条において準

用する同第１７条に規定する「転換社債又は新

株引受権付社債の発行を行っている」かどうか

の認定は、払込期日を基準として行うものとす

る。 
２ 第１５条第２項及び第３項の規定は、上場前

公募等規則第１９条において準用する同第１７

条第２項に規定する「転換社債券、新株引受権

付社債券又は新株引受権証券の継続所有及び継
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からの当該所有状況に係る照会時の本所への報

告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その

他の本所が必要と認める事項」について準用す

る。この場合において、第１５条第３項第１号

中「割当を受けた新株（以下「割当新株」とい

う。）」とあるのは「割当を受けた転換社債券、

新株引受権付社債券及び新株引受権証券（以下

「割当転換社債券等」という。）」と、「新株

発行の効力発生日」とあるのは「転換社債又は

新株引受権付社債の発行に係る払込期日」と、

「上場日以後６か月間を経過する日（当該日に

おいて新株発行の効力発生日以後１年間を経過

していない場合には、新株発行の効力発生日以

後１年間を経過する日）まで」とあるのは「上

場日以後６か月間を経過する日（当該日におい

て転換社債又は新株引受権付社債の発行に係る

払込期日以後１年間を経過していない場合に

は、転換社債又は新株引受権付社債の発行に係

る払込期日以後１年間を経過する日）まで」と、

「割当新株について株式分割又は他の種類の株

式への転換が行われたときには、当該株式分割

又は他の種類の株式への転換により取得した株

式（以下「取得新株」という。）」とあるのは

「割当転換社債券等について転換又は新株引受

権の行使（以下「転換等」という。）が行われ

たときには、当該転換等により取得した株式及

び当該株式の株式分割又は他の種類の株式への

転換により取得した株式（以下「取得株式」と

いう。）」と読み替えるものとする。 
３ 第１５条第４項の規定は、上場前公募等規則第

１９条において準用する同第１７条第１項に規定

する「本所が定めるところにより提出する」場合

について準用する。この場合において、第１５条

第４項中「新株発行」とあるのは「転換社債又は

新株引受権付社債の発行」と読み替えるものとす

る。 

続預託、譲渡並びに返還及び再預託時の本所へ

の報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧

その他の本所が必要と認める事項」について準

用する。この場合において、第１５条第２項第

１号中「割当を受けた新株（以下「割当新株」

という。）」とあるのは「割当を受けた転換社

債券、新株引受権付社債券及び新株引受権証券

（以下「割当転換社債券等」という。）」と、

「新株発行」とあるのは「転換社債又は新株引

受権付社債の発行」と、「上場日以後６か月間

を経過する日（当該日において新株発行の効力

発生日以後１年間を経過していない場合には、

新株発行の効力発生日以後１年間を経過する

日）まで」とあるのは「転換又は新株引受権の

行使を行う日まで」と読み替えるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 新規上場申請者は、制限期間において第三者

割当等による転換社債又は新株引受権付社債の

発行を行っている場合には、上場前公募等規則

第１９条において準用する同第１７条第２項に

規定する確約を証する書面を上場申請日に本所

に提出するものとする。 
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４ 第１６条第１項の規定は、上場前公募等規則

第１９条において準用する同第１８条第１項た

だし書に規定する「本所が正当な理由があるも

のとして認める場合」について準用する。この

場合において、第１６条第１項第１号中「割当

新株又は取得株式」とあるのは「割当転換社債

券等、当該割当転換社債券等の転換若しくは新

株引受権の行使により取得した株式又は当該株

式の株式分割若しくは他の種類の株式への転換

により取得した株式」と読み替えるものとする。 
５ 第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則

第１９条において準用する同第１８条第２項に

規定する書面について準用する。この場合にお

いて、第１６条第２項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「割当転換社債券等、当該割当

転換社債券等の転換若しくは新株引受権の行使

により取得した株式又は当該株式の株式分割若

しくは他の種類の株式への転換により取得した

株式」と読み替えるものとする。 
６ 第１６条第３項の規定は、上場前公募等規則

第１９条において準用する同第１８条第３項に

規定する報告について準用する。この場合にお

いて、第１６条第３項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「割当転換社債券等、当該割当

転換社債券等の転換若しくは新株引受権の行使

により取得した株式又は当該株式の株式分割若

しくは他の種類の株式への転換により取得した

株式」と読み替えるものとする。 
７ 新規上場申請者は、上場会社となった後にお

いても、確約に定める期間内にあっては、上場

前公募等規則第１９条において準用する同第１

８条第２項及び第３項の規定の適用を受けるも

のとする。 
 
 
（削る） 

４ 第１６条第１項の規定は、上場前公募等規則

第１９条において準用する同第１８条第１項た

だし書に規定する「本所が正当な理由があるも

のとして認める場合」について準用する。この

場合において、第１６条第１項第１号中「割当

新株」とあるのは「割当転換社債券等」と読み

替えるものとする。 
 
 
 
５ 第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則

第１９条において準用する同第１８条第２項に

規定する書面について準用する。この場合にお

いて、第１６条第２項中「割当新株」とあるの

は「割当転換社債券等」と読み替えるものとす

る。 
  
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（上場前の転換社債の転換等の取扱い） 
第１９条 上場前公募等規則第２０条第１項ただ
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し書に規定する「本所が適当と認める場合」と

は、上場申請日の直前事業年度の末日において

次の各号のいずれかに該当する場合をいうもの

とする。 
（１） すべての転換社債について、転換請求

期間が終了（最終償還期限を繰り上げて償還

することにより転換請求期間が終了する場合

を含む。）している場合。 
（２） すべての新株引受権付社債について、

新株引受権の行使請求期間が終了（最終償還

期限を繰り上げて償還することにより行使請

求期間が終了する場合も含む。）し又は新株

引受権がその他の適正な手続きにより失効し

ている場合 
２ 上場前公募等規則第２０条第２項において準

用する同第１７条第２項に規定する「新株発行

を行っている」かどうかの認定は、転換又は新

株引受権の行使による新株発行の効力発生日を

基準として行う。 
３ 第１５条第２項及び第３項の規定は、上場前

公募等規則第２０条第２項において準用する同

第１７条第２項に規定する「新株の継続所有及

び継続預託、譲渡並びに返還及び再預託時の本

所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆

縦覧その他の本所が必要と認める事項」につい

て準用する。この場合において、第１５条第２

項及び第３項中「割当を受けた者」とあるのは

「取得をした者」と、同条第２項第１号中「割

当を受けた新株（以下「割当新株」という。）

とあるのは「転換又は新株引受権の行使により

取得した新株（以下「取得新株」という。）」

と、同条第３項中「割当を受けた新株」とある

のは「取得した新株」と読み替えるものとする。 
４ 新規上場申請者は、制限期間において転換又

は新株引受権の行使による新株発行を行ってい

る場合には、上場前公募等規則第２０条第２項
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（報酬として譲り受けた新株引受権証券の所有に

関する規制の取扱い） 
第１９条 上場前公募等規則第２０条に規定する

「本所が定める者」は、次の各号に掲げるもの

をいう。 
 （１）・（２） （略） 
２ 上場前公募等規則第２０条の報酬としての譲

渡には、役員又は従業員等に新株引受権証券の

譲渡価格に相当する額の金銭を支給し、当該役

員又は従業員等に新株引受権証券を有償で譲り

渡す場合その他の有償で譲り渡す場合を含むも

のとする。 
３ 上場前公募等規則第２０条に規定する「本所が

定めるところにより」とは、次の各号に定めると

において準用する同第１７条第２項に規定する

確約を証する書面を上場申請日に本所に提出す

るものとする。 
５ 第１６条第１項の規定は、上場前公募等規則

第２０条第２項において準用する同第１８条第

１項ただし書に規定する「本所が正当な理由が

あるものとして認める場合」について準用する。

この場合において第１６条第１項中「割当を受

けた者」とあるのは「取得した者」と、「割当

新株」とあるのは「取得新株」と読み替えるも

のとする。 
６ 第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則

第２０条第２項において準用する同第１８条第

２項に規定する書面について準用する。この場

合において、第１６条第２項中「割当新株」と

あるのは「取得新株」と読み替えるものとする。 
７ 新規上場申請者は、上場会社となった後にお

いても、確約に定める期間内にあっては、上場

前公募等規則第２０条第２項において準用する

同第１８条第２項の規定の適用を受けるものと

する。 
 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の所有及

び預託に関する規制の取扱い） 
第１９条の２ 上場前公募等規則第２０条の２に

規定する「本所が定める者」は、次の各号に掲

げる者をいうものとする。 
 （１）・（２） （略） 
２ 上場前公募等規則第２０条の２の報酬として

の譲渡には、役員又は従業員等に新株引受権証

券の譲渡価格に相当する額の金銭を支給し、当

該役員又は従業員等に新株引受権証券を有償で

譲り渡す場合その他の有償で譲り渡す場合を含

むものとする。 
３ 上場前公募等規則第２０条の２に規定する

「本所が定める日」とは、上場申請日をいうも
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ころによるものとする。 

（１） 上場申請日前において上場前公募等規則

第２０条の新株引受権付社債の発行を行ってい

る場合 

上場申請日に提出するものとする。 

（２） 上場申請日の後に上場前公募等規則第２

０条の新株引受権付社債の発行を行っている

場合 

当該新株引受権付社債発行後遅滞なく提出す

るものとする。ただし、本所が上場を承認する

日の前日を超えてはならない。 
４ 上場前公募等規則第２０条に規定する「本所

が必要と認める書面」とは、次の各号に掲げる

書面をいうものとする。 

（１） 上場前公募等規則第２０条第２号に規

定する確約を証する書面 
 （２）・（３） （略） 
５ 上場前公募等規則第２０条において準用する

同第１８条第１項本文に規定する「本所が適当

と認める場合」とは、確約に基づく所有を行っ

ていた者が当該確約の対象となっている新株引

受権証券を譲渡した後、新規上場申請者が当該

譲渡に係る新株引受権証券の新株引受権を速や

かに適正な手続きにより失効させており、かつ、

当該新株引受権証券の新株引受権の行使による

新株発行が行われていない場合をいう。 
 
 
６ 第１５条第３項（第２号を除く。）の規定は、

上場前公募等規則第２０条第２号に規定する

「第１７条第１項に規定する事項（報告内容の

公衆縦覧に係る部分を除く。）」について準用

する。この場合において、第１５条第３項第１

号中「割当を受けた新株（以下「割当新株」と

いう。）」とあるのは「上場前公募等規則第２

０条の規定の適用を受ける新株引受権証券（以

のとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 上場前公募等規則第２０条の２に規定する

「本所が必要と認める書面」とは、次の各号に

掲げる書面をいうものとする。 

（１） 上場前公募等規則第２０条の２第２号 

に規定する確約を証する書面 

 （２）・（３） （略） 
５ 上場前公募等規則第２０条の２において準用

する同第１８条第１項本文に規定する「本所が

適当と認める場合」とは、確約に基づく所有及

び預託を行っていた者が当該確約の対象となっ

ている新株引受権証券の返還を受けた後又は当

該新株引受権証券を譲渡した後、新規上場申請

者が当該返還又は譲渡に係る新株引受権証券の

新株引受権を速やかに適正な手続きにより失効

させており、かつ、当該新株引受権証券の新株

引受権の行使による新株発行が行われていない

場合をいう。 
６ 第１５条第２項（第２号及び第３号を除く。）

及び第３項（第１号を除く。）の規定は、上場

前公募等規則第２０条の２第２号に規定する

「第１７条第２項に規定する事項（再預託及び

報告内容の公衆縦覧に係る部分を除く。）」に

ついて準用する。この場合において、第１５条

第２項第１号中「割当を受けた新株（以下「割

当新株」という。）」とあるのは「上場前公募



-20- 

下「報酬として譲り受けた新株引受権証券」と

いう。）」と、「新株発行の効力発生日」とあ

るのは「新株引受権証券の譲受け日」と、「上

場日以後６か月間を経過する日（当該日におい

て新株発行の効力発生日以後１年間を経過して

いない場合には、新株発行の効力発生日以後１

年間を経過する日）まで所有すること。この場

合において、割当新株について株式分割又は他

の種類の株式への転換が行われたときには、当

該株式分割又は他の種類の株式への転換により

取得した株式（以下「取得株式」という。）に

ついても同日まで所有すること。」とあるのは

「上場日の前日又は新株引受権の行使を行う日

のいずれか早い日まで所有すること。」と読み

替えるものとする。 
 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の新株引

受権を行使して取得した新株に関する規則の取扱

い） 
第１９条の２ 第１５条第２項の規定は、上場前

公募等規則第２０条の２において準用する同第

１７条の２第１項に規定する「新株発行を行っ

ている」かどうかの認定について準用する。 
２ 第１５条第３項の規定は、上場前公募等規則

第２０条の２において準用する同第１７条の２

第１項に規定する「前条第１項に規定する事項」

について準用する。この場合において、第１５

条第３項中「上場日以後６か月間を経過する日

（当該日において新株発行の効力発生日以後１

年間を経過していない場合には、新株発行の効

力発生日以後１年間を経過する日）まで」とあ

るのは「上場日の前日まで」と読み替えるもの

とする。 
３ 新規上場申請者は、上場申請日前に行った上

場前公募等規則第２０条の２の規定の適用を受

ける新株発行については上場申請日に、上場申

等規則第２０条の２の規定の適用を受ける新株

引受権証券（以下「報酬として譲り受けた新株

引受権証券」という。）」と、「新株発行の効

力発生日」とあるのは「新株引受権証券の譲受

け日（上場申請日の直前事業年度の末日の１年

前の日の前日までに新株引受権証券を譲り受け

た場合には、当該上場申請日の直前事業年度の

末日の１年前の日）」と、「上場日以後６か月

間を経過する日（当該日において新株発行の効

力発生日以後１年間を経過していない場合に

は、新株発行の効力発生日以後１年間を経過す

る日）まで」とあるのは「上場日の前日又は新

株引受権の行使を行う日のいずれか早い日ま

で」と、「幹事会員等」とあるのは「新規上場

申請者」と読み替えるものとする。 
 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の新株引

受権を行使して取得した新株に関する規則の取扱

い） 
第１９条の３ 第１５条第１項の規定は、上場前

公募等規則第２０条の３において準用する同第

１７条の２第１項に規定する「新株発行を行っ

ている」かどうかの認定について準用する。 
２ 第１５条第２項及び第３項（第１号を除く。）

の規定は、上場前公募等規則第２０条の３にお

いて準用する同第１７条の２第１項に規定する

「前条第２項に規定する事項」について準用す

る。この場合において、第１５条第２項中「上

場日以後６か月間を経過する日（当該日におい

て新株発行の効力発生日以後１年間を経過して

いない場合には、新株発行の効力発生日以後１

年間を経過する日）まで」とあるのは「上場日

の前日まで」と読み替えるものとする。 
３ 新規上場申請者は、上場申請日前に行った上

場前公募等規則第２０条の３の規定の適用を受

ける新株発行については上場申請日に、上場申
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請日以後に行った同条の規定の適用を受ける新

株発行については当該新株発行後直ちに、同条

において準用する同第１７条の２第１項に規定

する確約を証する書面を本所に提出しなければ

ならない。 
４ 第１６条第１項の規定は、上場前公募等規則

第２０条の２において準用する同第１８条第１

項ただし書きに規定する「本所が正当な理由が

あるものとして認める場合」について準用する。

この場合において、第１６条第１項中「割当新

株又は取得株式」とあるのは「上場前公募等規

則第２０条の規定の適用を受ける新株引受権証

券の新株引受権を行使して取得した新株又は当

該新株の株式分割若しくは他の種類の株式への

転換により取得した株式」と読み替えるものと

する。 
５ 第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則

第２０条の２において準用する同第１８条第２

項に規定する書面について準用する。この場合

において、第１６条第２項中「割当新株又は取

得株式」とあるのは「上場前公募等規則第２０

条の規定の適用を受ける新株引受権証券の新株

引受権を行使して取得した新株又は当該新株の

株式分割若しくは他の種類の株式への転換によ

り取得した株式」と読み替えるものとする。 
６ 第１６条第３項の規定は、上場前公募等規則

第２０条の２において準用する同第１８条第３

項に規定する報告について準用する。この場合

において、第１６条第３項中「割当新株又は取

得株式」とあるのは「上場前公募等規則第２０

条の規定の適用を受ける新株引受権証券の新株

引受権を行使して取得した新株又は当該新株の

株式分割若しくは他の種類の株式への転換によ

り取得した株式」と読み替えるものとする。 
 
（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す

請日以後に行った同条の規定の適用を受ける新

株発行については当該新株発行後遅滞なく、同

条において準用する同第１７条の２第１項に規

定する確約を証する書面を本所に提出しなけれ

ばならない。 
４ 第１６条第１項の規定は、上場前公募等規則

第２０条の３において準用する同第１８条第１

項ただし書きに規定する「本所が正当な理由が

あるものとして認める場合」について準用する。

この場合において、第１６条第１項中「割当新

株」とあるのは「上場前公募等規則第２０条の

２の規定の適用を受ける新株引受権証券の新株

引受権を行使して取得した新株」と読み替える

ものとする。 
 
 
５ 第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則

第２０条の３において準用する同第１８条第２

項に規定する書面について準用する。この場合

において、第１６条第２項中「割当新株」とあ

るのは「上場前公募等規則第２０条の２の規定

の適用を受ける新株引受権証券の新株引受権を

行使して取得した新株」と読み替えるものとす

る。 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す
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る記載の取扱い） 
第１９条の３ 第１４条第２項の規定は、上場前

公募等規則第２０条の３に規定する「本所が適

当と認める書類」について準用する。この場合

において、第１４条第２項中「第１ 特別利害

関係者等の株式等の移動状況」とあるのは「第

２ 第三者割当等の概況」と読み替えるものと

する。 
 
（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す

る記録の保存等の取扱い） 
第１９条の４ 新規上場申請者は、上場会社とな

った後においても、上場日から５年間は、上場

前公募等規則第２０条の４において準用する同

第１６条の規定の適用を受けるものとする。 
 
（上場前の公募等に関する解釈等） 
第２０条 上場前の公募等には、上場前公募等規

則第１５条及び第１７条の規定の適用はないも

のとする。 
２ （略） 
 

平成９年６月１日改正付則 
 
 （略） 

（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る記載の取扱い） 
第１９条の４ 第１４条第２項の規定は、上場前

公募等規則第２０条の４に規定する「本所が適

当と認める書類」について準用する。この場合

において、第１４条第２項中「第１ 特別利害

関係者等の株式等の移動状況」とあるのは「第

２ 第三者割当等の概況」と読み替えるものと

する。 
 
（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す

る記録の保存等の取扱い） 
第１９条の５ 新規上場申請者は、上場会社とな

った後においても、上場日から５年間は、上場

前公募等規則第２０条の５において準用する同

第１６条の規定の適用を受けるものとする。 
 
（上場前の公募等に関する解釈等） 
第２０条 上場前の公募等には、上場前公募等規

則第１５条及び第１７条第１項の規定の適用は

ないものとする。 
２ （略） 
 

平成９年６月１日改正付則 
 
１  （略） 

２  前項の規定にかかわらず、新規事業法第８条

第１項若しくは通信・放送事業法第８条第１項

の規定による決議又は商法の一部を改正する法

律（平成９年法律第５６号）附則第９条若しく

は第１１条の規定による改正前の新規事業法第

８条第１項若しくは改正前の通信・放送事業法

第８条第１項の規定による決議については、改

正前の第１５条の２の規定は、この改正規定施

行後も、なおその効力を有する。この場合にお

いて、改正前の第１５条の２中「規制規則」と

あるのは「上場前公募等規則」と、同条第２項
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付  則 
 

１ この改正規定は、平成１３年９月４日から施

行し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請

者から適用する。 
２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行

の際、現に上場申請を行っている新規上場申請

者が、この改正規定施行の日以後に新株、転換

社債又は新株引受権付社債の発行を行う場合

は、改正後の規定を適用する。 
３ この改正規定施行の日から当分の間、改正後

の第１５条の２の規定の適用については、同条

第４項第１号中「新株引受権の付与」とあるの

は「新株引受権の付与又は改正前の新規事業法

等の規定による決議」と、「その付与」とある

のは「その付与又はその決議」と、同項第２号

及び第５項第２号中「付与される者」とあるの

は「付与される者又は新株の割当を受ける者と

されたもの」と、「新株引受権の付与」とある

のは「新株引受権の付与又は新株発行」と、同

条第５項第１号中「新株引受権に係る株主総会」

とあるのは「新株引受権に係る株主総会又は第

１７条の２第３項に規定する上場申請日以後に

おいて効力を有する改正前の新規事業法等の規

定による決議に係る株主総会及び当該株主総

会」と、「証する書面」とあるのは「証する書

中「第４項及び第５項」とあるのは「第２項及

び第３項」と、「前条第２項第３号に掲げる事

項」とあるのは「前条第２項に規定する事項」

と、「第４項中「上場日以後１年間を経過する

日まで」」とあるのは「第２項第１号中「上場

日以後６か月間を経過する日（当該日において

新株発行の効力発生日以後１年間を経過してい

ない場合には、新株発行の効力発生日以後１年

間を経過する日）まで」」と読み替える。 
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面（割当に係る決議が失効している場合には、

その失効日及び失効理由を記載した書面を含

む。）」と、同条第６項第１号中「新株引受権

がある場合」とあるのは「新株引受権がある場

合、前項第１号の決議がある場合又は同号の決

議が失効している場合」と、同条第６項第２号

中「付与を行っている場合」とあるのは、「付

与を行っている場合、改正前の新規事業法等の

規定による決議を行った場合又は改正前の新規

事業法等の規定による決議が失効した場合」と、

「当該新株引受権付与後」とあるのは「当該新

株引受権付与後、改正前の新規事業法等の規定

による決議を行った後又は当該株主総会決議が

失効した後」とする。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１） 上場株式数 
ａ 新規上場申請者の上場申請に係る株式が

単一銘柄であって、かつ、その上場申請に

係る株式の数が当該株式の発行済株式数と

同数であることを原則とする。 
ｂ 新規上場申請者が上場申請に係る株式に

関し、商法第２１２条の２第１項の規定に

よる定時株主総会の決議を行った場合又は

株式の消却に関する商法の特例法第３条第

１項に規定する取締役会の決議を行った場

合には、上場日において見込まれる上場申

請に係る株式の発行済株式総数から当該定

時株主総会の決議に基づき取得し、所有す

る自己株式数及び上場申請日の直前の決算

期に関する定時株主総会において商法第２

１２条の２第１項の規定による決議があっ

た場合の当該決議に係る株式数（当該決議

に基づき取得した株式数を除く。）並びに株

式の消却に関する商法の特例法第３条第１

項の規定により取得し、所有する自己株式

数及び直前の決算期に関する定時株主総会

後に同項の規定による決議があった場合の

当該決議に係る株式数（当該決議に基づき

取得した株式数を除く。）を減じた株式数を

上場株式数とみなして審査を行うものとす

る。（この取扱いは、第２号に規定する上場

株式数について同じ。）この場合において、

新規上場申請者は、上場後直ちに上場日に

おける上場株式数を記載した本所所定の通

知書を提出するものとする。 
ｃ  ａの規定にかかわらず、本所が新規上場
申請者の上場申請に係る株式の発行済株式

のうち、一部に上場に適さない株式がある

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１） 上場株式数 
ａ 新規上場申請者の発行する株式が単一銘

柄であって、かつ、その上場申請に係る株

式数が発行済株式総数と同数であることを

原則とする。 
ｂ 新規上場申請者が、商法第２１２条の２

第１項の規定による定時株主総会の決議を

行った場合又は株式の消却に関する商法の

特例法第３条第１項に規定する取締役会の

決議を行った場合には、上場日において見

込まれる発行済株式総数から当該定時株主

総会の決議に基づき取得し、所有する自己

株式数及び上場申請日の直前の決算期に関

する定時株主総会において商法第２１２条

の２第１項の規定による決議があった場合

の当該決議に係る株式数（当該決議に基づ

き取得した株式数を除く。）並びに株式の消

却に関する商法の特例法第３条第１項の規

定により取得し、所有する自己株式数及び

直前の決算期に関する定時株主総会後に同

項の規定による決議があった場合の当該決

議に係る株式数（当該決議に基づき取得し

た株式数を除く。）を減じた株式数を上場株

式数とみなして審査を行うものとする。（こ

の取扱いは、第２号に規定する上場株式数

について同じ。）この場合において、新規上

場申請者は、上場後直ちに上場日における

上場株式数を記載した本所所定の通知書を

提出するものとする。 
 
    ｃ  ａの規定にかかわらず、本所が新規上場
申請者の発行済株式のうち、一部に上場 
に適さない株式があると認めた場合には、
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と認めた場合には、上場に適さない株式を

除く発行済株式について上場を認めること

ができるものとし、この場合における前ｂ

の規定の適用に当たっては、当該上場に適

さない株式を除く発行済株式の数を前ｂに

おける発行済株式総数とみなすものとす

る。ただし、上場株式数が第１号に定める

数以上であって、かつ、当該株式数が上場

申請に係る株式の発行済株式総数の５０％

以上であることを要するものとする。 
 
５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第 1項関係 
 （１） （略） 
 （２） 株式の分布状況 
  ａ～ｅ （略） 
  ｆ 新規上場申請者の上場申請に係る株式

が、原則として、単一銘柄であり、かつ、

その上場申請に係る株式の数が当該株式の

発行済株式数と同数であることを要するも

のとする。ただし、本所が新規上場申請者

の上場申請に係る株式の発行済株式のう

ち、一部に上場に適さない株式があると認

めた場合には、上場に適さない株式を除く

発行済株式について上場を認めることがで

きるものとし、この場合において、上場株

式数が上場申請に係る株式の発行済株式総

数の５０％以上であることを要するものと

する。 
  ｇ （略） 
 （３）～（６） （略） 
 

付  則 
 この改正規定は、平成１３年９月４日から施行

し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請者か

ら適用する。 

上場に適さない株式を除く発行済株式につ

いて上場を認めることができるものとし、

この場合における前ｂの規定の適用に当た

っては、当該上場に適さない株式を除く発

行済株式の数を前ｂにおける発行済株式総

数とみなすものとする。ただし、上場株式

数が第１号に定める数以上であって、かつ、

当該株式数が発行済株式総数の５０％以上

であることを要するものとする。 
 
 
５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第 1項関係 
 （１） （略） 
 （２） 株式の分布状況 
  ａ～ｅ （略） 
  ｆ 新規上場申請者の発行する株式が、原則

として、単一銘柄であり、かつ、その上場

申請に係る株式数が発行済株式総数と同数

であることを要するものとする。ただし、

本所が新規上場申請者の発行済株式のう

ち、一部に上場に適さない株式があると認

めた場合には、上場に適さない株式を除く

発行済株式について上場を認めることがで

きるものとし、この場合において、上場株

式数が発行済株式総数の５０％以上である

ことを要するものとする。 
 
 
  ｇ （略） 
 （３）～（６） （略） 
 
 
 
 
 

    




